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（
環
境
委
員
会
）

フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
五
六

号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
フ
ロ
ン
類
を
冷
媒
と
し
て
利
用
す
る
業
務
用
冷
凍
空
調
機
器
で
あ
る
第
一
種
特
定
製
品
に
つ
い
て
、
廃
棄
等

に
際
し
て
の
フ
ロ
ン
類
の
回
収
率
が
四
割
弱
に
と
ど
ま
る
状
況
等
を
踏
ま
え
、
フ
ロ
ン
類
の
排
出
抑
制
を
推
進
す
る
た
め
の
措

置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
第
一
種
特
定
製
品
に
充
塡
さ
れ
て
い
る
フ
ロ
ン
類
を
回
収
せ
ず
に
当
該
第
一
種
特
定
製
品
の
廃
棄
等
を
行
っ
た
者
に
係
る

直
接
罰
の
規
定
を
設
け
る
。

二
、
建
築
物
又
は
工
作
物
の
解
体
工
事
に
際
し
て
特
定
解
体
工
事
元
請
業
者
が
行
う
第
一
種
特
定
製
品
の
有
無
の
確
認
及
び
書

面
で
の
説
明
に
つ
い
て
、
そ
の
書
面
の
保
存
を
義
務
付
け
る
。

三
、
第
一
種
特
定
製
品
の
廃
棄
等
に
際
し
て
、
フ
ロ
ン
類
の
回
収
を
証
明
す
る
書
面
を
第
一
種
特
定
製
品
引
取
等
実
施
者
へ
交

付
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
と
と
も
に
、
当
該
書
面
が
交
付
さ
れ
な
い
第
一
種
特
定
製
品
の
引
取
り
等
を
禁
止
す
る
。

四
、
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
立
入
検
査
の
対
象
に
特
定
解
体
工
事
元
請
業
者
の
事
務
所
等
を
追
加
す
る
な
ど
、
都
道
府
県
の
監
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督
権
限
を
拡
充
す
る
。

五
、
都
道
府
県
は
、
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
協
議
す
る

た
め
の
協
議
会
を
組
織
で
き
る
も
の
と
す
る
。

六
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。


